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第２次相模原市水とみどりの基本計画・生物多様性戦略の 

進行管理・評価について 

 

 

第２次相模原市水とみどりの基本計画・生物多様性戦略の進行管理及び評価は、

水源を育み、豊かな自然を次世代に引き継ぐことを目指し、生きものの暮らしを豊

かにする水とみどりの環境づくりの展開を目的として、市民や保全団体、事業者、

行政がそれぞれの役割の下に、みどり・水・生物多様性を意識しながら、保全や再

生、活用等の様々な活動に関わる等、多様な主体による協働による推進を図るため、

計画書において、ＰＤＣＡサイクルに基づき実施することとしています。 
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 本計画の進行管理は、推進施策に基づき実施する施策の事業計画を把握します。(P: 

計画)事業計画に基づき、具体的な施策を実施し(D:実行)、年度終了後には、施策の

実施状況を点検します。(C:点検) 

施策の実施状況と事業計画に差異が生じた場合には、その要因を分析し、推進方法

の改善等を検討します。(A:改善) 

成果指標は、毎年度、データの収集・整理を行い、中間年次において成果指標の達

成状況を評価します。(C:点検) 

達成状況の評価において、課題が生じた場合には、要因を分析した上で、推進施策

の見直しを検討し、将来像及び基本目標の達成を図ります。(A:改善) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本実績報告書の第１章では、基本方針に基づいた「施策の体系」について、推進施

策の基本目標ごとに成果指標の進捗状況を総括し、記載しています。また、第２章で

は、「基本目標」について、各推進施策を支える事業ごとの内容と進捗状況を報告し

ています。 
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第１章 施策の体系 

 

１ 施策の体系の概要 

「施策の体系」とは、本計画の基本理念と将来像に向けた基本方針を踏まえた４

つの「基本目標」を定め、計画の実現をめざす推進施策を体系的に整理したもので

す。 

 

 

２ 施策の体系の進行管理方法 

  施策の体系による進行管理は、各推進施策の基本目標ごとに成果指標の進捗状況

を総括することで行います。また、施策の実施状況と事業計画に差異が生じた場合

には、その要因を分析し、推進方法の改善等を検討します。 
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３ 令和６年度 基本目標における成果指標の進捗状況の総括 

（１） 基本目標１ 生きもののつながりを知り、守ります    

  

成果指標 
基準値 

【令和元(2019)年度】 

実績値 

【令和 6(2024)年度】 

中間目標値 

【令和 5(2023)年度】 

目標値 

【令和 9(2027)年度】 

生物多様性の認知度 67.4％ 69.9％ 71.0％ 75.0％ 

 

    <進捗状況の総括> 

 「生物多様性の認知度」については、生物多様性シンポジウムの開催や生物多様性

ポータルサイトやイベント等での普及啓発等を行いました。今後も、動画やイベント

等での啓発を推進するとともに新たな取組を検討することにより、生物多様性の認知

度の向上を図ってまいります。 

※参考：R7.3 相模原市総合計画進行管理のための市民アンケート調査結果 

    （詳細については巻末補足資料をご参照ください。） 

   Ｑ あなたは「生物多様性」という言葉を知っていますか。 

① 言葉を聞いたことがあり、意味も知っている 

② 意味は知らないが、言葉は聞いたことがある 

③ 言葉を聞いたことがない 

 
H26(2014)※１ H30(2018)※２ R1(2019)※３ R6(2024) 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

① 401 32.0% 
66.0% 

448 31.2% 
67.2% 

339 24.9% 
67.4% 

567 28.8% 
69.9% 

② 428 34.0% 518 36.0% 577 42.5% 808 41.1% 

③ 428 34.0% 34.0% 471 32.8% 32.8% 443 32.6% 32.6% 593 30.1% 30.1% 

計 1,257 100.0% 100.0% 1,437 100.0% 100.0% 1,359 100.0% 100.0% 1,968 100.0% 100.0% 

※１ H26（2014）前計画中間見直しのための市民アンケート調査結果 

※２ H30（2018）本計画策定に向けた市民アンケート調査結果 

※３ R1（2019）相模原市総合計画進行管理のための市民アンケート調査結果 

人々の暮らしは、生物多様性からの豊かな恵みにより支えられ発展してきましたが、我々の様々な活

動により生物多様性の損失が拡大しています。 

本市には、豊かな自然が広がり、様々な生物が生息・生育していますが、みどりの減少や外来種の侵

入等、生物多様性への影響が懸念されています。 
そのため、生物多様性の現状や重要性・必要性について広く普及啓発を行い、これまで以上に社会に

浸透させることを目指します。 
あわせて、継続的な生物のモニタリング調査等による生物情報の把握・蓄積を図るだけでなく、適切

な保護や適正な管理を展開し、生物多様性の保全と持続可能な利用を図ることができる環境の形成を目

指します。 
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〇年代別調査結果（令和 5 年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇年代別調査結果（令和 6 年度） 

 

 
 

 

（ｎ＝2052） 

※回答者のうち 12人は年代未回答 

 

（ｎ＝1968） 

※回答者のうち 13人は年代未回答 
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〇地域別調査結果（令和 5 年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇地域別調査結果（令和 6 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数（ｎ＝2052） 

※回答者のうち 9 人は地域未回答 

※回答者のうち 10人は地域未回答 

回答者数（ｎ＝1968） 
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（２） 基本目標２ みどりを育み、多様な機能を活かします 

 

成果指標 
基準値 

【平成 30(2018)年度】 

実績値 

【令和 6(2024)年度】 

中間目標値 

【令和 5(2023)年度】 

目標値 

【令和 9(2027)年度】 

緑地面積 22,113ha 22,081ha 22,113ha 22,113ha 

 

 

   <進捗状況の総括> 

 「緑地面積」については、昨年度の国有林の面積の減少などにより、基準値を下回

る数値となりました。今後、特定生産緑地制度の活用や保存樹林の新規指定の検討等

を行うことで、緑地面積の維持を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市には、水源保全ゾーンに広がる水とみどりの核となる豊かな自然環境、人々の生活とともに育まれ

た里地里山、都市緑化ゾーンの身近な自然とふれあうことができる公園や緑地等、様々な特徴を持ったみ

どりがあり、人々の生活にやすらぎと潤いを与えてくれています。 

しかし、人工林の管理不足による荒廃や広葉樹林の下層植生の衰退、生活様式の変化等に伴う里地里山

の環境変化、市街地における緑被地の減少等、みどりに関する様々な課題が見られます。 

そのため、地域の特性に応じたみどりを保全・再生し、様々な機能が発揮され、生物多様性の基盤とな

るみどりを育み、市民や多様な生物が豊かに暮らせる環境の形成を目指します。 
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（３） 基本目標３ 清らかな流れと水辺を守ります 

 

 

 

成果指標 
基準値 

【平成 30(2018)年度】 

実績値 

【令和 6(2024)年度】 

中間目標値 

【令和 5(2023)年度】 

目標値 

【令和 9(2027)年度】 

私有林の整備面積 1,127ha 1,301ha 1,262ha 1,370ha 

 

 

   <進捗状況の総括> 

 「私有林の整備面積」については、林業事業者等と連携を図ることで、新たな協力

協約を締結し、整備に対する補助が受けられる森林を増加させたことにより、整備面

積の増加を図ることができました。引き続き、林業事業者等と連携を図り、整備面積

の増加に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、神奈川県の貴重な水源地として重要な役割を担っています。また、河川や水辺は、様々な形

で利用され、人々の生活に潤いを与えるだけでなく、観光資源としても活用されています。 

さらに、河川や水辺及びその周辺には、貴重な生物が多く見られ、生物多様性の視点からも重要な空

間です。 

しかし、津久井地域に広がる水源地の森林では、管理不足等による水源かん養機能の低下が懸念され

るほか、市街地の水辺及び周辺部では外来種の侵入、ごみの不法投棄等が見られます。 

そのため、森林の保全・再生を進めることで、森林の持つ多面的機能の維持向上、美化活動の推進及

び水辺空間の充実を図り、清らかな流れや水辺環境、生物多様性の保全を目指します。 
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（４）基本目標４ 多様な主体と連携し、次世代につなぐ担い手づくりを進めます 

 

 

 

成果指標 
基準値 

【平成 30(2018)年度】 

実績値 

【令和 6(2024)年度】 

中間目標値 

【令和 5(2023)年度】 

目標値 

【令和 9(2027)年度】 

都市緑化に関する 

講習会等への参加者数 
329 人 373 人 360 人 390 人 

 

 

   <進捗状況の総括> 

 「都市緑化に関する講習会等への参加者数」については、みどりの講習会やアジサ

イ講習会、森林体験学習等の事業を実施いたしました。今後も引き続き魅力ある講習

会を実施し参加者数の向上を図ってまいります。 

 

 

 

本市では、これまで市民や団体等による自然環境や生物多様性の保全に関する活動が活発に行われてき

ましたが、近年は、少子高齢化の進行等により、担い手の不足、保全団体の活動の地域格差等が懸念され

ています。 

そのため、様々な活動主体の相互の連携や環境学習等を促進し、新たな人材の確保に向けた取組を進め

ることで、環境保全活動の継続性を高め、豊かな自然環境や生物多様性を市民とともに絶やすことなく次

世代へつなぐことができる都市を目指します。 
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第２章 「基本目標」における推進施策ごとの取組状況 

 
１ 各取組の総括 

第２章では施策の体系を支える「７２の事業」ごとに所管所属が作成した進行管理シ

ートを基に結果を取りまとめて、総括を行います。 
 

  【年度計画に対する各事業の進捗状況】 

 ６０％ 

未満 

６０ 

～７９％ 

８０ 

～９９％ 
１００％ 合 計 

基本目標１ ０ １ ０ １１ １２ 

基本目標２ ３ ０ ５ ２６ ３４ 

基本目標３ ３ １ ３ ７ １４ 

基本目標４ ０ ０ １ １１ １２ 

合 計 
６ 

(8.3％) 

２ 

 (2.8％) 

９ 

(12.5％) 

５５ 

(76.4％) 

７２ 

(100％) 

 

  【参考】事業コードについて 

７２の事業ごとに、「基本目標」、「推進施策」、「主要な取組」、「実施事業」に分類して付番をし

た４桁の数字を“事業コード”としています。 

 

 

 

 

 

 

２ 総括コメント 

   ○ 年度計画を８０％以上達成したのは７２事業中６４事業（８８．９％）でした。 

 

   ○ 年度計画に対し６０％に満たなかった実施事業は次のとおりです。 

 

・多様な主体との森林づくり体制の強化（企業の森の整備） 

 （Ｐ２２ 事業コード２１１－１） 

      ⇒ この事業は、令和元年台風被害により、当初予定していた計画場所での実施

が困難となり、計画が中断し、代替の実施場所が確保できていないためです。 

 

 

 

 

 

１  １  １ － １ 

基本目標 

推進施策 主要な取組 

実施事業 
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     ・森林づくりの場や自然環境保全活動の場としての活用（相模原市市民の森整備） 

 （Ｐ２３ 事業コード２１１－２） 

      ⇒ この事業は、「相模原市市民の森」予定地の石老山において、令和元年東日

本台風により被害を受け、予定地でのイベント開催が困難であったため代替の

事業を実施したものです。 

 

 

     ・交流・体験事業によるネットワークの利用促進  

（Ｐ４３ 事業コード２６２－２） 

      ⇒ この事業は、「相模原市市民の森」予定地の石老山において、令和元年東日

本台風により被害を受け、予定地でのイベント開催が、困難であったため代替

の事業を実施したものです。 

     

 

      ・地下水かん養などを図るための透水性舗装、雨水浸透ますの設置の促進（1/2）  

（Ｐ４５ 事業コード３１１－３） 

      ⇒ この事業は、雨水浸透ますの設置に対する助成を推進していますが、市民か

らの設置申請に基づき助成していることから、設置基数に変動があり、令和６

年度は設置予定基数１２４基に対し、１３基の設置に留まったためです。 

 

 

    ・河川改修 

     （Ｐ４８ 事業コード３２２－１） 

     ⇒この事業は、年度計画に記載していた河川改修 20.1m（道保川 20.1m）が令和７

年度に繰越となったものです。 

 

 

    ・津久井湖面の親水空間の利活用 

    （Ｐ５２ 事業コード３３２－３） 

    ⇒この事業は普通財産の利活用について検討しているものの、令和６年度は現地確

認のみで大きな進展がなかったものです。 



＜令和６年度の状況＞
■生物多様性ポータルサイトを活用した情報発信については継続的に行っている。
■生物多様性シンポジウムや生物多様性動画などの事業実施し認知度の向上を図った。

３　実施事業ごとの取組実績

（１）基本目標１　生きもののつながりを知り、守ります

生物多様性の理解促進

推進施策１－１

基準値
【令和元(2019)年度】

実績値
【令和6(2024)年度】

中間目標値
【令和5(2023)年度】

目標値
【令和9(2027)年度】

生物多様性の認知度 67.4％ 69.9％ 71.0％ 75.0％

＜令和６年度の状況＞

12



①

・生物多様性ポータルサイトを活用した情報発信を行い、市民の生物
多様性に関する興味・関心を高める。
・広報さがみはらなどによる生物多様性に関する情報の発信

・定期的な更新や、アクセス数の解析により、ポータルサイトを適正
に管理するとともに、閲覧数の向上に努める。
・継続して広報さがみはらへの生物多様性記事を掲載を行う。
・継続して図書館での生物多様性展示を行う。

⑥

事業概要

【推進施策の取組状況の概要】

多様な媒体を活用した生物多様性の情報の発信

〇生物多様性ポータルサイトを活用した情報発信
〇広報さがみはらへの生物多様性記事の掲載
〇橋本図書館での生物多様性展示

実施事業

年度計画

事業実績

令和９年度までの予定（最終目標）

特記事項（課題等）

③

④

⑤

⑥

②

①

〇生物多様性ポータルサイトを活用した情報発信
〇イベント案内&活動紹介のページに、環境団体が主催するイベントの
情報を掲載した。
・生物多様性クイズを更新した。
　上級（８月）
　中級（３月）
・生物多様性ネットワークニュースや市民協働によるモニタリング調
査の結果などを掲載した。
・令和６年度の生物要請ポータルサイトの観覧数：32,443件

〇広報さがみはらへの生物多様性記事の掲載
・広報さがみはらへの生物多様性記事を掲載し、生物多様性の認知度
向上を図った。
〇図書館３館での生物多様性展示
・図書館において生物多様性に関する展示及びブックリストの配布を
行うとともに、期限票の裏面を活用し情報発信を行った。

今後の取組

事業
コード

進捗
状況

更新頻度を維持し、生物多様性ポータルサイトの運営を継続すること
で、生物多様性の認知度向上を図る。
広報さがみはらへの生物多様性記事掲載等を行い、認知度の向上を図
る。

111-1 100%

②

③

④

⑤

R4 R5 R6
30,293 24,242 32,443
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事業概要

実施事業

年度計画

事業実績

令和９年度までの予定（最終目標）

特記事項（課題等）

③

④

⑤

⑥

①

今後の取組

事業
コード

進捗
状況

②

①

・さがみはら生物多様性ネットワークと連携し、生物多様性シンポジ
ウムの開催や、生物多様性ネットワークニュース（会報紙）の発行を
通じて、生物多様性に触れる機会を創出するとともに、生物多様性に
関する情報発信を行う。

①
生物多様性に関わる情報交換や交流機会の創出及び新たな取組を促進
する。

イベント開催などにより、生物多様性に関する情報発信を継続する。

さがみはら生物多様性ネットワーク事業として実施。

生物多様性に配慮した事業活動の推進

111-2

イベント開催などによる生物多様性の情報発信

100%

継続して事業を実施することで、生物多様性の認知度を向上させる。

・生物多様性シンポジウムの開催
・生物多様性ネットワークニュース（会報紙）の発行

・生物多様性シンポジウムの開催
「できることからはじめよう～生物多様性をつなぐ場所づくり」を
テーマに山岳環境研究所理事、NPO法人Green Works顧問の泉　健司氏
による基調講演、市内の高校生・大学生（上溝南高等学校、青山学院
大学シビックエンゲージメントセンター）による活動事例発表を行っ
た。後日、講演と活動発表の様子を動画を公開した。
日 　時：令和７年２月15日（土）
参加者：83名
・生物多様性ネットワークニュース（会報紙）を発行した。
第21号（12月）
第22号（３月）
・生物多様性普及啓発動画を作成、公開した。
「特定外来生物を知ろう　相模原の生物多様性と外来種問題」
・市内のイベントに出展し、生物多様性と触れる機会を創出した。
第52回市民桜まつり
緑の祭典“かながわ未来の森づくり”2024inさがみはら
第20回さがみはら環境まつり

③

④

⑤

⑥

②

事業を引き続き継続し、自然環境の保全・活用の促進を図る。
・環境団体同士の交流事業の実施
・生物多様性にかかる新たな取組の検討

・相模川を愛する会及び中道志川トラスト協会は共同事業等で交流し
ているため、交流事業は廃止とした。
・さがみはら生物多様性ネットワークにおいて、10月に会員交流会を
開催し、会員活動紹介及び情報交換を行った。
・生物多様性シンポジウムにおいて、パネル展示（環境団体の活動内
容の展示）を行った。

環境団体同士の交流事業及び生物多様性にかかる新たな取組につい
て、継続して実施する。

⑥

②

③

④

112-1 70%

⑤
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推進施策１－２

生物多様性の情報蓄積

＜令和６年度の状況＞
■市民協働によるモニタリング調査については継続して行っている。
■自然観察員制度を活用した「ツバメの巣の分布」等の調査を行い、貴重な情報の蓄積を
行っている。

【推進施策の取組状況の概要】

進捗
状況

100%

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

121-1

生物の生息・生育分布の把握のための市民協働でのモニタリング調査の実施
及び支援並びに生物相調査の実施

②

・市民協働における生物モニタリング調査の実施、結果公表を継続す
る。
・市民協働における生物モニタリング調査の調査団体数を７団体（平
成31年３月31日現在）から１団体数以上増やす。
・市民協働における生物モニタリング調査の調査対象生物種数を57種
（平成31年３月31日現在）から67種に増やす。
・生物モニタリング調査結果の公表方法の改善を行う。
・令和５年度までに生物相調査及び生物多様性基礎情報の把握の方法
を検討し、令和７年度又は令和８年度に生物相調査を実施する。

③

・市民協働による生物モニタリング調査を実施し、調査結果の公表を
行う。
・調査対象生物種数増加方法の検討を行う。
・結果の公表方法について改善の検討を行う。

④

・令和６年の生物モニタリング調査結果の集約、公表を行った。
モニタリング調査団体数：７団体
モニタリング調査対象種数：44種
・結果の公表方法について改善の検討を行った。
・調査団体との調査についての意見交換会を実施した。
・近年の調査結果からモニタリング調査の活動紹介ポスターを作成し
ホームページに掲載を行った。

⑤
今後も引き続き生物モニタリング調査の結果公表を行うとともに、引
き続き結果の公表方法について改善の検討を行う。

⑥

事業
コード

実施事業

① 事業概要

③ 年度計画

④ 事業実績

② 令和９年度までの予定（最終目標）

①

・市民協働におけるモニタリング調査を実施し、調査結果の公表を行
う。
・生物相調査を実施する。
・生物多様性基礎情報の把握の方法の検討を行う。
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①

有志の市民によって自然環境を調査し、大切な自然を監視・保全する
ための基礎資料を集積していくことを目的としたボランティア制度で
ある自然環境観察員制度を活用する。
全体調査と各部会による植物、野鳥、河川生物相、湧水環境の調査を
実施。

③

①全体テーマ調査
②植物調査(年間12回)
③野鳥調査(年間４回)
④河川生物相調査(年間１回)
⑤湧水調査(年間２回)

④

①調査実施
②12回実施
③４回実施
④１回実施
⑤２回実施
令和６年度は全体テーマ調査として「ツバメの巣分布調査」を実施。
平成13年度から実施している自然環境観察員制度による効果として、
市域の自然環境についての貴重なデータの蓄積がされている。

⑤
・今後も現在行われている調査の充実を図っていく。
・調査結果の活用方法について検討を進める。

⑥

100%

②

身近な自然環境への関心を高め、環境保全意識の高揚を図ることや、
大切な自然を保全していくための基礎資料を継続的に集積していく。

121-2

自然環境観察員制度を活用した生息・生育分布の継続調査
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① 事業概要

①

市内で発見された、けがや病気の野生動物を保護するための施設の建
設を検討する。
なお、現在、保健所（生活衛生課）において、（仮称）動物愛護セン
ターの整備について検討が進められているが、現時点においては野生
動物への対応は見込まれていない。しかしながら、動物愛護センター
と野生動物のための施設を併設することは面的・コスト的にも非効率
であること、保健所においても、今後、議論する機会を持つ旨の回答
を得ていることから、例えば動物愛護センター内に野生動物に対応で
きるスペースを設置するなど、本市全体の効率性を見据えた中で検討
を進めていく。

年度計画

推進施策１－３

生物の保護と適正管理

＜令和６年度の状況＞
■有害鳥獣対策事業については、協議会への補助金の交付など、農作物や生活被害の軽減
を図っている。
■鳥屋猟区については、適切な運営がされている。
■アライグマやハクビシンについて、生活被害報告を基に捕獲を実施している。

【推進施策の取組状況の概要】

131-1

野生生物保護施設の設置検討

進捗
状況

事業
コード

②

③

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

100%

②

（仮称）動物愛護センターの持つ機能として野生鳥獣の緊急一時受入
施設としての機能を位置付けることについて保健所と連携し検討す
る。

③
野生生物の緊急一時受入のための保護施設について、検討を行う。

④

Ｒ６決定会議において、Ｒ７動物愛護センター設置に向けた基本構
想・基本計画の作成を行った。これに伴い野生鳥獣の緊急一時受入の
ための保護施設の整理について検討した。

⑤
野生生物の緊急一時受入のための保護施設について、引き続き検討を
行う。

⑥
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① 事業概要

年度計画
進捗
状況

事業
コード

②

③

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

①

①相模原市有害鳥獣駆除対策事業補助金交付要綱に基づき、農作物の
鳥獣害防護対策の効果的な実施を図るため、市有害鳥獣対策協議会、
及び緑区鳥獣等被害対策協議会等への事業費補助を行う。
②相模原市農作物鳥獣害防護対策事業補助金交付要綱に基づき、農業
者が農作物の防護を目的に行う防護柵等の設置に要する費用に対し、
補助金の交付を行う。

131-2

サルやイノシシなどによる農作物被害に係る有害鳥獣対策事業の推進

100%

②
事業を引き続き継続し、自然環境の保全・活用の促進を図る。

③
①協議会への補助金交付
②簡易柵設置補助（50箇所）

④ ①協議会への補助金交付
②簡易柵設置補助（47箇所）

⑤

・農作物被害、生活被害の軽減を図るため、引き続き、捕獲や追払
い、防護柵設置補助を継続する。
・効果的な被害防除対策である、地域等と行政が一体となって行う地
域ぐるみ被害対策を推進する。

⑥

・捕獲個体の増加とともに、殺処分後の処理方法が課題となってるこ
とから、処分個体の利活用について、様々な視点から検討をする。
・総合的に効率的に捕獲を推進するにあたっては、ICT付捕獲檻はかな
り有効な手段ではあるが、ランニングコストとして、通信費が高額な
ため課題として挙げられる。

131-3

鳥屋猟区の適切な運営

100%

②
事業を引き続き継続し、自然環境の保全・活用の促進を図る。

③
開猟期間：令和６年11月15日～令和７年２月28日
開猟日数：32日間

④

開猟期間：令和６年11月15日～令和７年２月28日
開猟日数：32日間
・入猟者の利便と安全確保のために登山道等の草刈作業、路面整備を
実施した。
・案内標識及び注意標識等の補修・設置を行った。
・巡視員、案内人による管理指導を行った。

⑤
引き続き、神奈川県の定める鳥獣保護計画に基づき、自然生態系の維
持や豊かな生活環境に欠かすことのできない鳥獣について、適切な保
護と狩猟が図られるよう努める。

⑥

①

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、
都道府県知事の認可を受けて設定する狩猟を行う区域。猟区では、鳥
獣の生息環境の整備等により狩猟鳥獣を保護する一方、入猟日や入猟
者数等一定の制限を行い、鳥獣の保護と狩猟の調整を図りながら、管
理された秩序ある安全な狩猟を行う。
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① 事業概要

年度計画
進捗
状況

事業
コード

②

③

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

132-1

アライグマの生息分布域の縮小や個体数減少の推進

100%

②

・市内に生息するアライグマの被害防除のみならず、アライグマが多
く生息していると思われる地域に対して、生息数を減らすための計画
的防除も行うよう努める。

③ ・生活被害報告をもとに捕獲を実施する。

④

・アライグマ
①檻の設置依頼件数件100件
②檻の設置件数件100件
※年度計画の進捗状況は、檻の設置依頼に対して檻を設置した割合
（②／①）によるものとする。

《参考》
Ｒ６年度捕獲頭数　279頭
（市以外の捕獲許可者による捕獲頭数を含む）

また、緑区・中央区で計画的防除を行った。（Ｒ６年度より三か年継
続実施予定）
《参考》
Ｒ６年度捕獲頭数　91頭

⑤
・引き続き、生活被害報告をもとに捕獲を実施していくとともに、計
画的防除も実施

⑥

①
「神奈川県アライグマ防除実施計画」に基づきアライグマの生息分布
域の縮小・個体数の減少を行う。

131-4

ハクビシンによる生活被害対策

100%

②
引き続き生活環境への被害を発生させているハクビシンの駆除を行
う。

③ ・生活被害報告をもとに捕獲を実施する。

④

・ハクビシン
①檻の設置依頼件数72件
②檻の設置件数72件
※年度計画の進捗状況は、檻の設置依頼に対して檻を設置した割合
（②／①）によるものとする。

《参考》
Ｒ６年度捕獲頭数　72頭
（市以外の捕獲許可者による捕獲頭数を含む）

⑤
・引き続き、生活被害報告をもとに捕獲を実施していくとともに、計
画的防除も実施

⑥

①

生活環境への被害を発生させているハクビシンを「相模原市ハクビシ
ンによる生活被害対策実施要綱」に基づき駆除を行う。
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① 事業概要

年度計画
進捗
状況

事業
コード

②

③

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

132-2

特定外来生物の分布状況の把握及び防除

100%

②

・市民からの通報等を基に特定外来生物の生息・生育状況を把握す
る。
・特定外来生物の注意喚起に関する普及啓発の促進を行う。
・特定外来生物業務対応マニュアルの作成を行う。

③

・特定外来生物に関する普及啓発を行う。
・市民からの要望に応じて特定外来生物の同定を行う。
・クビアカツヤカミキリの防除について検討を行う。

④

・市有地のオオキンケイギクの駆除について、関係部局に情報提供し
適切な駆除を促した。
・広報さがみはら等を活用し、特定外来生物に関する普及啓発を行っ
た。
・市民からの要望に応じて、博物館等の協力を得ながら、特定外来生
物の同定を行った。
・市民協働によるオオキンケイギクの駆除イベントを実施した。
・クビアカツヤカミキリが発見されたため、注意喚起を行った。

⑤

今後も、特定外来生物に関する普及啓発、市民からの通報への対応を
行い、生態系や人体への被害の防止に努める。
クビアカツヤカミキリやクリハラリスなど、市内への侵入が懸念され
る特定外来生物について、早期発見早期防除に努める。

⑥

①

・特定外来生物に関する庁内連絡体制の整備を行う。
・市民から通報があった際の個体の同定、注意喚起を行う。
・市民から通報による特定外来生物の生息情報の蓄積を行う。
・特定外来生物業務対応マニュアルの作成を行う。
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① 事業概要

年度計画
進捗
状況

事業
コード

②

③

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

133-1

野生生物、希少動植物の保護管理の仕組みづくり及び生物多様性の保全にお
ける重要地域の設定の検討

100%
②

保全団体（ホタル舞う水辺環境保全団体及び里地里山保全団体を除
く）が保全する生物多様性重要地域及び市が主導する生物多様性重要
地域の指定要件の設定を行う。

③
生物多様性の保全における重要地域の指定要件の検討を行う。

④

・環境省が進める「自然共生サイト」認定の仕組み等について、情報
収集を行った。
・生物多様性の保全における重要地域の指定要件の検討を行った。

⑤

希少種や地域固有種等が多く見られる地域や豊かな自然環境・生態系
が保たれている区域等、生物多様性の保全における重要地域の指定要
件の検討を引き続き行う。

⑥

①

市域に存在する森林、公園、都市緑地、農地、街路樹、河川などの民
有地や公共施設のみどりでつなぎ、連続した自然環境の創出（水とみ
どりのネットワークの形成）を目指し、野生生物・希少動植物の保護
管理の仕組みづくり及び生物多様性の保全における重要地域の設定の
検討を行うもの。
あわせて、動植物監視員のパトロール制度の検討を行うもの。
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推進施策２－１

（２）基本目標２　みどりを育み、多様な機能を活かします

成果指標 基準値
【平成30(2018)年度】

実績値
【令和6(2024)年度】

中間目標値
【令和5(2023)年度】

目標値
【令和9(2027)年度】

緑地面積 22,113ha 22,081ha 22,113ha 22,113ha

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

緑地の保全

＜令和６年度の状況＞
■多様な主体との森林づくり体制の強化、森林づくりの場や自然環境保全活動の場として
の活用等の事業は森林ビジョンの指標にもなっているが、令和元年東日本台風による被害
の影響があり、予定地の使用等が困難となっている。
■木もれびの森や市民緑地、その他の緑地については、それぞれの法令等を活用しながら
保全に努めている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

211-1

多様な主体との森林づくり体制の強化（企業の森の整備）

50%

②

・制度構築に向け継続しておこなう。
・令和９年度(森林ビジョン指標）【相模原市型「企業の森」協定企業
数　５社（累計）】

③
相模原市型「企業の森」の制度構築のため、情報収集及び他の市有林
箇所の調査

④

〇「企業の森」を検討する企業と面会し、ニーズ等を把握するととも
に、制度の構築に向けて、情報収集を行った。
○県のパートナー制度の現場やボランティアが森林整備を実施してい
る現場等を視察した。
○類似の制度としてネーミングライツ制度の活用が可能であるか検討
を行った。

⑤
これまでの整理事項を基に、「企業の森」の制度化を図り、庁内合意
を経て、参加企業の募集を開始する。

⑥
寄附金を募るにあたって、当該事業の内容に活用可能な基金を森林政
策課で持っていないため、類似の使途を持つ基金がないか検討の必要
がある。

①

　水源地域の住民と都市地域の住民との協働による水源林づくりや交
流・体験事業等、市民や企業等多様な主体との協働による森林づくり
を推進する。
また、「（仮称）相模原市市民の森」の市有林を「企業の森」として
活用し、企業からの寄付をその運営の財源とすることについて検討す
る。
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③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

211-2

森林づくりの場や自然環境保全活動の場としての活用（相模原市市民の森整
備）

50%

②

・ソフト面の事業を継続して行う。
・令和９年度（森林ビジョン指標）　【イベント開催回数５回/年　イ
ベント参加者数　100人/年】

③ イベントメニュ―等の検討

④

登山道沿いの枯損木の伐採を実施した。
現地でイベントを開催するための体制の整備に時間を要することか
ら、緑の祭典、SC相模原ホームゲーム等、さがみはら津久井産材利用
拡大協議会と協働して参加・協力し、パネル展示やワークショップ、
体験型イベントを実施した。

⑤
担い手の確保等プラットフォームの再構築に向けた検討を行う。計画
への取組の考え方について再整理を行う。

⑥

「相模原市市民の森」予定地でのイベントの開催は中断しているた
め、市民協働提案制度事業で事業を実施している「つちざわの森」で
の森林体験講座等のイベントを活用していく。

①

市有林や財産区有林等公有林を活用し、市民をはじめとした多くの人
に津久井地域の豊かな自然に触れる機会を提供するとともに、水源地
域の森林を守り育てる体験を通じて、自然環境に対する意識の醸成や
林業の普及啓発を図ることを目的に「市民の森」を整備する。

212-1

国庫補助制度等を活用した緑地の公有地の拡大

100%

②
国庫補助制度及び緑地保全基金等を活用して、緑地の公有地化を計画
的に進める。

③ ・国庫補助制度を活用した緑地の公有地化（0.58ha）

④ ・国庫補助制度を活用した緑地の公有地化（1.41ha）

⑤
次年度以降も国庫補助の確保に努め、買入申出があった緑地の計画的
な取得を行う。

⑥

①

木もれびの森や河川沿いの斜面林などのまとまりのある緑地をはじ
め、特別緑地保全地区等について、国庫補助等及び緑地保全基金を活
用して公有地化を図り、将来にわたって保全する。
特別緑地保全地区や都市緑地などの指定の拡大を行い、将来にわたっ
て保全を図る。
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③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

212-2

法令等を活用した緑地の保全

100%

②

・自然公園、自然環境保全地域及び保安林は、県立自然公園条例、自
然環境保全条例及び森林法などにより神奈川県によって保全を促進を
図っていく。
・市民緑地認定制度及び緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度
を活用した緑地について、企業等にＰＲを行い、緑地の保全を推進す
る。

③

・自然公園、自然環境保全地域及び保安林（いずれも神奈川県所管）
の保全を促進し、現状維持を図る。
・市民緑地認定制度及び緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度
を活用した緑地について、企業等にＰＲを行い、緑地の保全を推進す
る。
・他自治体における市民緑地認定制度等の情報収集を行う。

④

・神奈川県において自然公園、自然環境保全地域及び保安林の保全が
図られている。
・他自治体における市民緑地認定制度等の情報収集を行った。

⑤

・自然公園、自然環境保全地域及び保安林（いずれも神奈川県所管）
の保全を促進し、現状維持を図る。
・市民緑地認定制度及び緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度
を活用した緑地について、企業等にＰＲを行い、緑地の保全を推進す
る。

⑥

①

・自然公園、自然環境保全地域及び保安林（いずれも神奈川県所管）
の保全を促進する。また、市民緑地認定制度及び緑地保全・緑化推進
法人（みどり法人）制度を活用した緑地の保全を推進する。
・農地、社寺林、屋敷林などの民有地の保全手法、風致地区の指定の
検討
・自然共生サイトについて、企業等や団体へPRを行い、認定の促進を
図る。
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③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

213-1

緑地の計画的な保全

100%
②

「緑地管理マニュアル」に基づく緑地管理のほか、斜面緑地の安全対
策等、今後の緑地管理の在り方を検討し、必要な予算の確保に努め、
緑地の保全を図る。

③

①特別緑地保全地区・市民緑地等の維持管理
②倒木対策
③斜面緑地の安全対策

④

①計画どおり実施した。
②枯損木を中心に倒木等の恐れのある樹木を伐採した。ナラ枯れ等森
林病害虫防除対策として伐倒くん蒸処理を実施した。
③関係機関と調整し、今後の安全対策を検討した。

⑤

①特別緑地保全地区・市民緑地等の維持管理
②倒木対策
③斜面緑地の安全対策

⑥

①

・特別緑地保全地区における使用貸借契約の締結や、市民緑地契約の
継続等により、まとまった緑地を保全する。また、市が管理する緑地
において、老木化に伴い樹木が自然に倒れる現象が多発しているた
め、緑地と接する道路や住宅沿いの人的・物的損害が及ぶ恐れがある
場所を中心に定期的な点検を行い、倒木の恐れのある危険木を伐採す
ることで、未然に事故防止を図るとともに、あわせて今後の緑地管理
のあり方を検討する。
　さらに、相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区における土砂崩落
など、今後の斜面緑地における安全対策を講ずる。
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③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

213-2

木もれびの森保全・活用計画の推進

100%

②

・「緑地管理マニュアル」に基づき、生活空間との共生を優先し、除
草や倒木の恐れのある危険木の伐採作業など、道路や住宅と接する林
縁部である緩衝区域から順次作業を行い、適正な樹林管理を図る。
・具体的な管理運営体制の構築に向け、引き続き、管理に携わる関係
団体との活動情報の共有化や連携強化により、市と団体が一体となっ
た木もれびの森の保全を図る。

③
①適正な樹林管理、樹林の再生
②管理運営体制の整備

④

①緩衝区域内の除草をはじめ、枯損木を中心に倒木の恐れのある樹木
の伐採を実施
②日頃の保全活動に携わる団体の活動や会合に参加し、きめ細やかな
意見交換を実施

⑤
①適正な樹林管理、樹林の再生
②管理運営体制の整備

⑥

①

・適正な森の植生を回復し、多様な動植物の保全や生活空間との共生
及び雑木林の景観保全を図るため、あるべき森の将来像として目標植
生を設定し、下刈り、間伐、草地としての緩衝区域の設置等による適
正な樹林管理を図るとともに、植樹による樹林の再生を行う。
・森の適正利用と有効活用を図るため、林床の裸地化の主因となる森
内の無秩序な利用を制限し、広場や散策路などの利用区域の設定や、
緑地の保全管理上や景観上好ましくない緩衝区域内における花壇、
畑、駐車場等の目的とは異なる利用の排除を推進する。
・管理運営体制の整備として、行政、ボランティア団体や地域自治会
等、日頃の活動を通じて関係者間の相互理解を図るため、活動情報の
共有化と連携強化を図る場を設置するとともに、モニタリング調査に
よる森内環境を検証し、必要に応じて検証結果を保全活動に反映し、
適切な樹林管理の推進を図る。
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③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

213-3

緑地保全制度の活用推進

100%

②

・市民緑地やふれあいの森などの市管理緑地については、緑地管理マ
ニュアルに基づき、除草や枯損木処理のほか、樹木点検などの維持管
理を実施し、良好な樹林環境の保全を図る。
・継続して緑地協定、地区計画、建築協定などによる緑化の推進を行
う。

③

①市民緑地やふれあいの森など市管理緑地の維持管理による保全
②保存樹林・樹木等の保全
③協定等の締結による緑化の推進

④

①市民緑地やふれあいの森については、除草や枯損木伐採などの維持
管理を実施し樹林環境の保全に努めた。
②保存樹木２本の新規指定を行ったが、保存樹木４本が指定解除と
なった。
③協定等の新規締結及び策定はなかったものの、既に協定の締結及び
地区計画を策定している箇所について継続して緑化の推進を行った。

⑤

①市民緑地やふれあいの森など市管理緑地の維持管理による保全
②保存樹林・樹木等の保全
③協定等の締結による緑化の推進

⑥

①

各緑地保全制度を活用し、都市に残された貴重な緑地を将来に渡って
保全する。
緑地の保全により良好な都市環境の形成を図るため、地域住民や開発
行為をしようとする事業者等に緑地協定や地区計画、建築協定などの
手法による緑化の推進を行う。

27



③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

214-1

企業や団体と連携した緑地の保全

100%

②
・市民協働による緑地等の維持管理の推進を図り、面積の維持に努め
る。

③
・維持管理面積40haを令和９年度まで維持する。
・活動保険への加入等の支援を実施する。

④

・森づくりパートナーシップ制度により、６団体６箇所40haの維持管
理を市民協働により行うことができた。
・森づくりパートナーシップ協定団体の活動等に参加することで、各
団体の個別の課題を把握し、市が支援すべき課題について、迅速に対
応した。
・活動保険への加入等の支援を行うことができた。
・市民協働による緑地等の維持管理を推進したことにより、恵み豊か
な自然環境を守り・育て、次世代につなげることの意識の向上を図る
ことができた。

⑤
引き続き市民協働による緑地等の維持管理の推進を図り、面積の維持
に努める。

⑥

①
森づくりパートナーシップ協定に基づき、市民等が行う緑地の散策路
整備や保全活動等を支援する。

214-2

街美化アダプト制度の推進・充実

100%

②

・市民協働による緑地等の維持管理の推進を図り、面積の維持に努め
る。
・新規に１団体以上の認定を行い、認定団体数を29団体以上する。

③
・維持管理面積71haを令和9年度まで維持する。
・新たな団体の認定に向けた検討

④

令和５年度からアダプト活動団体が１団体減り、２団体（１箇所）増
え、29団体36箇所71haの維持管理を市民協働により行うことができ
た。
・市民協働による緑地等の維持管理を推進したことにより、恵み豊か
な自然環境を守り・育て、次世代につなけることの意識の向上を図る
ことができた。

⑤
引き続き市民協働による緑地等の維持管理の推進を図り、面積の維持
に努める。

⑥

①
街美化アダプト制度により、市民による緑地の清掃活動等を支援し、
緑地等の適正な維持管理を行う。
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③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

214-3

市民協働による不法投棄防止対策事業の実施

100%

② ・事業を継続して行う。

③

①散乱ごみの収集
②不法投棄防止パトロール
③監視カメラ、フェンス周辺の草刈り、花植え
※予算内訳（津久井クリーンセンター960）

④

①散乱ごみの収集
②不法投棄防止パトロール
③監視カメラ、フェンス周辺の草刈り、花植え
※決算内訳（津久井クリーンセンター940）

⑤

令和４年度に締結した「不法投棄防止パートナーシップ協定」に基づ
き、津久井地域内の12団体が締結期間満了まで不法投棄防止対策に努
めている。

⑥
パートナーシップ協定を締結している団体の構成員が高齢化してきて
おり、新たな担い手の育成等が必要である。

①

自主的な不法投棄防止活動を実施する市民団体とパートナーシップ協
定を締結し、市民との協働による不法投棄対策事業を実施する。
○パートナーシップ協定締結団体の活動内容
・散乱ごみの収集　・不法投棄防止パトロール　・市が設置する監視
カメラ、フェンス周辺の草刈り、花植え
○団体に対する市の支援
・活動に対して年間10万円を上限とする補助金の交付　・不法投棄監
視パトロールの充実　・市民活動サポート保険制度の説明
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① 事業概要

① 都市計画道路等の道路改良事業における植栽帯の整備

特記事項（課題等）

推進施策２－２

緑化の推進

＜令和６年度の状況＞
■公共施設の緑化や道路植栽帯の整備など、公有地における緑化については、限られた予
算の中で、整備や剪定等を行っているが、公共施設や緑化重点地区における緑化の手法等
については検討を重ねている状態である。
■（公財）相模原市まち・みどり公社事業においては、みどりの講習会事業等の実施し緑
化の普及に努めている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

221-1

街路樹や道路植栽帯の整備などによる緑化の推進

100%

② 継続して事業を行い可能な限り緑化の推進に寄与する。

③ 植栽帯の整備（予算の範囲内）　18.0ｍ

④
植栽帯の整備　18.0ｍ
道路事業の性質上、用地買収等の進捗や工期により、事業進捗に変動
が生じるが、継続して事業を実施できた。

⑤
今後も継続して限られた予算内における効率的な整備の実施を図る。

⑥

221-2

公共施設の壁面緑化、ストック再生緑化事業及び（仮称）公共施設緑化マ
ニュアル作成

100%

②

各公共施設（市役所第1別館、東林公民館、城山総合事務所、横山公民
館）に設置した壁面緑化の維持管理を継続して行う。
（仮称）公共施設緑化マニュアルの作成及び維持管理手法の確立を行
う。

③

・各公共施設（市役所第1別館、東林公民館、城山総合事務所、横山公
民館）に設置された壁面緑化の維持管理
・マニュアル策定に向けた課題整理

④

・維持管理のための剪定を実施した。
　東林公民館、横山公民館、城山総合事務所（２月）
・市役所第1別館壁面緑化の維持管理を行った。
・他市他県の公共施設緑化マニュアルの要素を分析し、マニュアル掲
載項目についての検討を行った。

⑤

・引き続き、各公共施設（市役所第1別館、東林公民館、城山総合事務
所、横山公民館）に設置された壁面緑化の維持管理を行う。
・マニュアル策定に向けた課題整理

⑥

①

公共施設への計画的な緑化の推進を実施することで、市民の緑化意識
の向上や普及啓発を図る。
公共施設の緑化を推進するため、公共施設緑化の設置及び持続可能な
維持管理の手法を盛り込んだ（仮称）公共施設緑化マニュアルを策定
する。
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① 事業概要

特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

222-1

緑化促進事業の検討

100%

② 緑化重点地区での助成制度の設定を行う。

③
他自治体における緑化重点地区の緑化手法の情報収集及び検討を行
う。

④
他自治体における緑化重点地区の緑化手法について、情報収集を行っ
た。

⑤
引き続き、緑化重点地区の緑化手法についての情報収集及び検討を行
う。

⑥

①
緑化重点地区における緑化手法の検討、緑化助成事業の充実による緑
化活動の推進及び緑化指導等による民有地の緑化推進

222-2

（公財）相模原市まち・みどり公社事業の充実

100%

②
（公財）相模原市まち・みどり公社のあり方や事業の見直しを行うこ
とで、さらなる緑化事業の推進を図る。

③
（公財）相模原市まち・みどり公社の緑化事業を計画どおり実施す
る。

④

・みどりの講習会事業の実施や、イベント等における花苗の配布など
緑化の普及啓発に努めた。
・緑化事業の活動報告等の記事を掲載した機関紙「グリーン」を年2回
発行するなど、みどりに関する情報の発信に努めた。
・屋上緑化・壁面緑化・駐車場緑化及び生垣設置については令和6年度
は相談受付に留まったが、翌年の助成金交付につながった。
・機材貸与の実施及び活動資金の補助を行い、森づくりパートナー
シップ協定団体に対し、支援を行った。
・講習会等を実施し、みどりのボランティアの育成・支援を行い、新
たな人材育成及び活動者のスキルアップを行った。
・（公財）かながわトラストみどり財団と共催して県民参加の森づく
り事業を実施し、森林の大切さと保全活動の重要性について学んだ。
・「第41回全国都市緑化かわさきフェア」に相模原市が出展する自治
体花壇のデザイン、施行・維持管理等を行った。

⑤
・（公財）相模原市まち・みどり公社との連携に努め、より効果的な
事業PR方法などの検討を行う。

⑥

①

・（公財）相模原市まち・みどり公社のみどりに関する公益事業に要
する経費に対し助成を行い、都市緑化推進の一層の充実を図る。
・（公財）相模原市まち・みどり公社と連携し、屋上緑化・壁面緑
化・駐車場緑化、生垣設置に取り組む市民などに対し、経費の一部を
助成する。
・森づくりパートナーシップ協定団体に対し、（公財）相模原市ま
ち・みどり公社と連携し、必要機材の貸与や活動資金の補助等により
支援する。
・（公財）相模原市まち・みどり公社との連携等により、活動団体に
おける新たな人材育成及び活動者のスキルアップへの取組を支援して
いく。
・市民協働による森づくり事業をより持続性を高めるとともに、ボラ
ンティアの情報交換や交流を図る取り組みを推進する。
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① 事業概要

特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

222-3

緑化指導等による民有地の緑化推進

100%

②

引き続き都市緑化の推進を図るとともに、快適で潤いのある都市環境
を促進するため、市開発事業基準条例に基づき開発者に対して、適正
な緑化指導を実施していく。

③ 市条例の緑化指導による適正な緑地の確保

④
市開発事業基準条例に基づき、開発事業に係る民有地の緑化につい
て、適正な緑化指導により緑地等を確保した。

⑤

今後も都市緑化の推進を図るとともに、快適で潤いのある都市環境を
促進するため、市開発事業基準条例に基づき開発者に対して、適正な
緑化指導を実施していく。

⑥

①

民有地において、良好なみどりの環境が減少している状況の中で、建
築物の敷地単位で都市における緑を確保するために、相模原市開発事
業基準条例に基づき緑化の指導及び推進を行う。
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推進施策２－３

里地里山の保全と活用

＜令和６年度の状況＞
■里地里山保全団体においては、継続して２団体の活動支援を行っている。
■企業との連携による里地里山の保全・活用事業は行えなかったものの、地域の学校との
連携による里山体験学習等を行っている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

231-1

生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例等に基づく里地里山保全団
体認定及び区域指定、団体支援

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

100%②

・新規に１団体以上の認定を行い、認定団体数を２団体以上にする。
・認定を受けている団体の活動支援を継続して行う。

③
・認定を受けている２団体の活動支援
・新たな団体の認定に向けた検討

④
・認定を受けている２団体の活動支援を行った。
・新たな団体の認定に向けた検討を行った。

⑤
・認定を受けている２団体の活動支援。
・引き続き新たな団体の認定に向けた検討を行う。

⑥

①

・地域住民等の主体的な活動を促進することにより、里地里山を保全
及び継承することを目指す。
・里地里山の多面的機能を持続、向上させるため、水田や湧水などを
活用した生物の移動空間となるビオトープの保全を図る。
・里山区域を自然共生サイトへ登録するための支援を行う。
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①
認定団体等と企業や学校等との保全等活動に係る連携の促進を図る。

232-1

保全団体と企業や学校等との連携による里地里山の保全・活用及び文化の伝
承

80%

②

・現状行われている連携事業を継続して行う。
・新たな連携先を検討し、更なる里地里山の保全・活用を図る。

③

・企業連携事業の実施
・近隣の小学校の里山体験学習の実施
・篠原の里における文化継承のための各種体験教室等の実施

④

〇小松・城北地区
・広田小学校の里山体験学習
（大豆の種まき及び収穫、豆腐・きなこ作り等）を実施した。
〇篠原の里
・畑並びに二次林等の保全を図った。
・里山保全活動の研修として、山梨県小菅村に会員が見学に行った。
・野鳥・チョウ類等の観察会を17回開催し、記録や守り手の育成を
行った。
・小中学校の要望に応え、自然体験授業を行った。
・炭焼き、間伐体験会を13回開催し、森林伐採や材木の運搬、炭焼き
の技術の伝承を行った。
・ホタル他の希少生物が生息する篠原川の環境整備を行った。

⑤
これまで行ってきた企業等との連携事業を継続するとともに、新たな
連携先についての検討を行う。

⑥
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① 事業概要

①

さがみはら森林ビジョンに基づき、さがみはら津久井産材利用拡大協
議会と連携しながら、さがみはら津久井産材の利用拡大を中心に、林
業の担い手の確保・育成や木材の循環利用等、林業の振興に向けた取
組を実施する。

推進施策２－４

持続的な農林業の振興

＜令和６年度の状況＞
■森林ビジョン施策の推進によりさがみはら津久井産材の利活用を行うなど、林業の振興
を行っている。
■生産緑地の減少を抑制するため、市ホームページ及び特定生産緑地の指定に係る所有者
への個別通知により、制度等の周知を行い、特定生産緑地の指定の推進や都市農地の保全
の推進を行っている。

今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

241-1

さがみはら津久井産材の利活用の推進

100%

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③

④

⑤

年度計画

事業実績

②
木材の利用拡大及び木材の安定した供給体制の構築に向けた取組を通
じて、木材の利活用推進を図る。

③
さがみはら森林ビジョン施策の推進
（木材等の利活用の推進）

④

〇庁内物品等の木製品利用推進（ナラ枯れ材ベンチ）
〇さがみはら津久井産材普及啓発チラシ（第３弾）制作（協議会）
〇さがみはら津久井産材の利用促進
・林業の人材育成・担い手確保事業
・新技術導入　２事業体
・機械購入　３事業体
・安全装備購入　６事業体
・資格取得　１事業体
・家賃補助　２事業体
・公共的建築物等促進事業　１件（藤野駅前アンテナカフェ）
・家づくり事業　12件

⑤

・補助事業運用の見直し・継続
・HPやSNS、リーフレット・ポスター配架による周知
・木材流通関係事業者と連携し、材の円滑な流通並びに利用拡大に取
り組む

⑥

木材の安定的な供給と、未利用材の有効活用について具体的方策を検
討する必要がある。また、各種補助制度についても現状に即した制度
に変えていく必要がある。
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① 事業概要

今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③

④

⑤

年度計画

事業実績

241-2

農産物の地産地消の促進

①

地場農産物の生産振興・消費拡大を図り、ブランド農産物の開発及び
６次産業化の推進を支援するもの
※地場産木材の活用促進については、森林政策課で別途対応

100%

②

・地産地消が図られているかを見る指標として、市内両農協農産物大
型直売所購買者数を用い、令和9年度の最終目標として「購買者数：
351,000人」とする。

③

〇ブランド農産物の開発及び６次産業化の推進、普及啓発
〇野菜、果樹等の生産向上、経営安定、市内消費の拡大
〇農産物の生産出荷奨励

④

・ブランド農産物の開発や６次産業化推進を実施
・野菜、果樹、花卉植木の生産向上、経営安定、市内消費の拡大等を
図るため、資材、薬剤の購入などに対して助成を実施

⑤
・引き続き、市内地場農産物の生産振興・消費拡大を図り、消費者へ
の定着を図る事業を実施する

⑥

大型直売所購買者数は、令和２年に相模原市農協の直売所ベジたべー
なminiがオープンし、購買者がベジたべーなと分散したが、購買者全
体の数としては、増加傾向にある。

242-1

特定生産緑地の指定の推進

100%② 事業を継続して行う

③

・市ホームページや、生産緑地の対象所有者に個別通知して制度等の
周知を実施
・平成８年度指定の所有者に向けて、特定生産緑地の指定手続の案内
を送付

④

・市ホームページや、生産緑地の対象所有者に個別通知して制度等の
周知を実施
・平成８年度指定の所有者に向けて、特定生産緑地の指定手続の案内
を送付

⑤ 制度等の周知を継続し、順次受付を行う。

⑥

①

　市街化区域内において、緑地や防災上の空地などの役割を持ってい
る農地等で、良好な都市環境の形成を目的として平成４年より都市計
画決定された生産緑地地区は、順次、都市計画決定から３０年が経過
する日以後、所有者はいつでも市に買取り申出が可能となり、都市計
画上、不安定な状態に置かれることとなる。そのため、３０年経過後
も保全することにより、引き続き良好な都市環境の形成が図られるこ
とが期待される生産緑地を所有者の意向を踏まえ、市が指定し、買取
り申出が可能となる時期を１０年延期する特定生産緑地制度を活用す
る。
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① 事業概要

今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③

④

⑤

年度計画

事業実績

242-2 100%

・貸借に関する相談受付
・貸借希望者に関する情報のストック（希望者台帳への登載、マッチ
ング）
・法定手続きの受付

④

・相談受付：１件
・借りたい：累計０件
・貸したい：累計０件
・マッチング：０件
・法定手続き：１件

⑤

・問合せや相談を受け付けた際に希望者台帳への登載を案内する（個
人情報の取り扱いに関する同意が必要）。
・申請があった際には法定手続きを進める。

⑥

　市街化地域の農地は緑として大変重要な意味を持つが、貸したいと
いう相談のほとんどは５ａ～10ａ程度（1ａ＝100㎡）の散在する農地
についてであり、農業経営上は絶対的に不利な土地である。
　農地として土地を守りたい人たちの意向は尊重されるべきである
が、これらの土地については、農地以外の形態であっても緑として保
全できる施策が必要と解する。

都市農地の保全推進

②
貸借に関する相談受付、貸借希望者に関する情報のストック（希望者
台帳への登載、マッチング）、法定手続きの受付

③

①

生産緑地制度や都市農地貸借円滑化法による貸借制度の活用等による
農地の保全
※「生産緑地制度」については都市計画課で所管。そのため、以下は
都市農地貸借円滑化法による貸借制度の活用について記載する。
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推進施策２－５

公園の整備と適正管理

＜令和６年度の状況＞
■特殊（風致・歴史）公園の整備や霊園の整備による公園の整備や市街地部における街区
公園の整備を行っている他、開発事業における適切な公園の確保を行っている。
■街美化アダプト制度を用いた公園の管理や看板設置等による利用者のマナー向上を図っ
ている。
■相模総合補給廠共同使用区域における相模原スポーツ・レクリエーションパークの整備
及び管理を行っている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

251-1

・特殊（歴史）公園整備の推進（（仮称）城山中央公園等）

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

100%

② ・（仮称）城山中央公園の整備

③
・必要な都市計画変更に向けた手続きの実施
・未買収地について地権者と取扱いについて調整の実施

④

・必要な都市計画変更に向けた手続きの実施
・未買収地について地権者と取扱いについて調整の実施（使用貸借契
約の締結完了）

⑤
・必要な都市計画変更に向けた手続きの実施
・未買収地について地権者と用地取得に向けた調整の実施

⑥ 民有地の買収について引き続き折衝が必要

① ・（仮称）城山中央公園の整備

251-2

・特殊（歴史）公園整備の推進（史跡勝坂遺跡公園等）

100%

②
・史跡勝坂遺跡公園の整備　・当麻亀形遺跡の公園整備　・湖月荘跡
地の利活用

③ ・利活用について地元調整等の実施（湖月荘）

④ ・利活用について地元調整等の実施（湖月荘）

⑤ ・利活用について地元調整等の実施（湖月荘）

⑥

・湖月荘跡地について、地元調整等を実施するも具体的な利活用につ
いてはまとまっておらず、引き続き調整が必要
・境界未確定区域の地権者に対して、引き続き用地測量のための交渉
が必要（勝坂）
・本格整備については、史跡の保存活用計画（文化財課）策定後とな
る（勝坂）
・遺構の復元（文化財課）について延期となっているため、公園整備
も延期となっている（亀形）

①
・史跡勝坂遺跡公園の整備　・当麻亀形遺跡の公園整備　・湖月荘跡
地の利活用
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事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

251-3

・霊園の整備

100%

② ・峰山霊園の新規墓所整備

③ ・新規樹林型合葬式墓所の整備を実施する

④
・新規樹林型合葬式墓所などについて公募を実施
・新規樹林型合葬式墓所の整備工事を実施

⑤
・新規樹林型合葬式墓所などについて公募を実施
・令和７年度に樹林型合葬式墓所前の外構工事を実施

⑥
・令和７年度に樹林型合葬式墓所前の外構工事を予定している

① ・峰山霊園の整備

252-1

・県立津久井湖城山公園の整備・拡大の促進

100%

② ・地元意見を踏まえた県立津久井湖城山公園の整備の促進

③

・協議会等への参加
・整備（施設修繕等）
・拡大(都市計画決定の変更に基づく)

④
・協議会等へ参加
・整備（施設修繕等）

⑤

・協議会等への参加
・整備（施設修繕等）
・拡大(都市計画決定の変更に基づく)

⑥
・今後区域拡大が図られることにより、市民一人当たり公園面積の増
加を期待することができる

① ・県立津久井湖城山公園の整備・拡大の促進

252-2

・相模総合補給廠共同使用区域(10ha)へのスポーツ・レクリエーションゾー
ンの整備推進

90%
②

・相模原スポーツ・レクリエーションパークの全面供用に向けた整備
及び管理

③ ・人口芝グラウンド及び駐車場に照明設備設置工事を実施

④ ・人口芝グラウンド及び駐車場に照明設備設置工事を実施

⑤ ・防災用発電機及び休養施設等の付帯設備設置工事を実施

⑥ ・整備については米軍との調整や協議が必要となる

① ・相模原スポーツ・レクリエーションパークの整備
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事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

252-3

・都市基幹公園の整備

100%

② ・淵野辺公園の区域拡大

③
・整備手法の検討
・キャンプ淵野辺留保地への区域拡大に向けた検討

④
・整備手法の検討
・園路改修の施工及びトイレの設計を実施

⑤
・整備手法の検討
・キャンプ淵野辺留保地への区域拡大に向けた検討

⑥
・園路改修の施工及びトイレの設計については、少子化対策公園改修
事業にて実施

①
・淵野辺公園の区域拡大
・遊具の更新等、公園の魅力向上を図る取組の実施

253-1

・市街地部における街区公園等の整備推進・開発事業における適切な公園確
保の促進

90%

② ・市民一人当たりの公園面積（6.3㎡）

③

・用地購入
・遊具整備（39公園）
・公園整備
・借地型公園制度の見直しと検討

④

・遊具整備（34公園）
・開発事業者との協議を実施
・開発提供公園整備の指導、監督を実施
・借地型公園制度の見直しと検討を実施

⑤

・用地購入
・公園整備
・借地型公園制度の見直しと検討

⑥
・遊具整備については、公園施設長寿命化実施事業にて実施した

①

・市街地部における街区公園等の整備推進
・開発事業基準条例などによる適正な公園設置の促進
・地域の実情に即した身近な公園の整備・再整備
・借地型公園制度の見直しと検討
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事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

254-1

・公園施設の適正な管理、点検の実施と必要な補修の推進・利用マナー向上
等の適正な公園利用の推進

90%

②
・公園施設長寿命化計画に基づく、公園遊具等の更新
・公園利用者のマナー向上

③

・公園施設長寿命化計画に基づく、公園遊具等の更新（公園）
・利用者マナーの啓発（看板設置、現状把握・指導）

④
・公園施設長寿命化計画に基づく、公園遊具等の更新
・利用者マナーの啓発（看板設置、現状把握・指導）

⑤

・公園施設長寿命化計画に基づく、公園遊具等の更新（公園）
・利用者マナーの啓発（看板設置、現状把握・指導）

⑥
長寿命化計画について、令和７年度で１０年が経過し、１０年で一区
切りとなるため、再度計画を立てる必要がある。

①

・バリアフリーや遊具安全基準などに対応した公園施設の補修及び改
修
・利用者のマナー向上などによる適正な公園利用の確保
・公園利用者の利便性や快適性の向上に資する民間活力等の導入の検
討

255-1

・ワークショップ等による市民協働の公園づくりの推進・市民協働による公
園の美化活動の推進

90%

② ・街区公園の街美化アダプト管理公園数の割合（90%）

③

・市民協働による公園づくりの方策の検討
・市民協働による公園整備
・街区公園の街美化アダプト管理公園数の割合（85%）
・アダプト実施率向上のための方策の検討

④

・街区公園の街美化アダプト管理公園数の割合471公園／572公園
（82.3％）
・公園清掃を検討している団体に対し、アダプト制度の説明を積極的
に行うことにより、制度の参加を促した

⑤

・アダプト実施率向上のための方策の検討
・市民協働による公園づくりの方策の検討
・市民協働による公園整備

⑥

・高齢化や自治会、子ども会の廃止による実施公園数の減少懸念
・物価上昇に伴う活動支援費改定要望が上がってきている

①
・ワークショップなど市民協働による公園づくりの推進
・街美化アダプト制度による親しまれる公園づくりの推進
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① 事業概要

①

「緑地管理マニュアル」に基づき、散策路及び周辺環境の維持管理を
地域住民の意見を聴取するとともに、市民と協働し実施する。

特記事項（課題等）

推進施策２－６

親緑空間の充実

＜令和６年度の状況＞
■市民協働による散策路の整備の他、倒木の恐れのある枯損木の撤去及び登山道などの美
化清掃活動等、散策路やその周辺環境の維持管理を行っている。
■イベントの実施等、交流・体験事業によるネットワークの構築やマップの配布による散
策鳥屋遊歩道の利用促進を行っている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

261-1

散策路とその周辺環境の適切な維持管理

100%
②

市民協働による「緑地管理マニュアル」に基づく散策路及び周辺環境
の整備のほか、除草や枯損木処理などの適正な維持管理を図る。

③ 適正な散策路及び周辺環境の維持管理

④
市民協働による散策路整備のほか、散策路周辺の除草、倒木の恐れに
ある枯損木の伐採を実施した

⑤ 適正な散策路と周辺環境の維持管理

⑥

261-2

散策路や遊歩道の利用促進

100%

②

市民協働による中央緑地の散策路の維持管理や点検、木もれびの森
マップ等の配布を実施し、散策路や遊歩道の利用促進を図る。

③
①市民協働による中央緑地の散策路の維持管理や点検
②市民協働による木もれびの森マップの配布

④

①市民協働による中央緑地の散策路の維持管理や点検を実施したほ
か、散策路（麻溝台地区）に段差が生じていたため、修繕を実施した
②各区行政資料コーナー等にこもれびの森マップを配架したほか、関
係団体による配布を実施した

⑤
①市民協働による中央緑地の散策路の維持管理や点検
②市民協働による木もれびの森マップの配布

⑥

①

市民協働による中央緑地の散策路の維持管理や点検、木もれびの森
マップ等の配布を実施し、散策路や遊歩道の利用促進を図る。
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① 事業概要

特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

262-1

登山道などの美化清掃活動及び整備・改修

100%

② 事業を引き続き継続し、自然環境の保全・活用の促進を図る。

③

①東海自然歩道及び首都圏自然歩道の管理業務を実施する。
各区域の巡視：年４回
②登山道の定期的な下草刈及び倒木処理等を実施する。
各区域の下草刈：年１回（東海自然歩道の相模湖地区の一部は年２
回）

④

巡視については仕様書のとおり実施。
草刈りについては、概ね仕様書のとおり、実施。

⑤
引き続き、登山者等が安全に通行できる環境づくりを目指し、危険個
所については、可能な範囲で事前の対応を図りたい。

⑥
丹沢エリアにおいて、令和元年度の台風被害による通行止め区間があ
る。

①

①神奈川県と本市が長距離自然歩道（東海自然歩道及び首都圏自然歩
道）の管理業務について協定を締結し、市内を通過する自然歩道を安
全かつ安心して利用できるように管理するともに、普及宣伝活動を行
い、利用促進を図る。
　また、東海自然歩道の一部が本市が進めている「市民の森計画」と
重なることから、連携を図る。
②かながわパークレンジャー等からの情報をもとに市が管理する遊歩
道、登山道の倒木処理、草刈など維持管理業務を行う。

262-2

交流・体験事業によるネットワークの利用促進

50%

②

・「(仮称）相模原市市民の森」予定地の災害復旧工事の状況を踏ま
え、イベント開催について実施（検討）する。
・令和９年度（森林ビジョン指標）　【イベント開催回数　５回/年
催し物等イベント参加　２回/年】

③ イベントメニュ―等の検討

④

登山道沿いの枯損木の伐採を実施した。
現地でイベントを開催するための体制の整備に時間を要することか
ら、緑の祭典、SC相模原ホームゲーム等、さがみはら津久井産材利用
拡大協議会と協働して参加・協力し、パネル展示やワークショップ、
体験型イベントを実施した。

⑤
担い手の確保等プラットフォームの再構築に向けた検討を行う。計画
への取組の考え方について再整理を行う。

⑥

「相模原市市民の森」予定地でのイベントの開催は中断しているた
め、市民協働提案制度事業で事業を実施している「つちざわの森」で
の森林体験講座等のイベントを活用していく。

①
市民向けの森林講座や体験イベントの開催、催し物等での情報提供の
促進に取組む。
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・計画的・継続的な水質調査を行い、河川及び湖沼の水質環境を監視
し、環境基準の達成状況等に応じて、水質監視の強化及び汚濁源対策
を講じるとともに、利水者との調整を図る。

①
適切な生活排水処理を行うことにより、水源環境の保全、生活環境の
向上を図るため、汚水管及び浄化槽の整備を行う。

今後の取組

・事業を継続して行う。

③
・測定体制の維持
・環境基準達成

④
・予定どおり実施した。
・河川及び湖沼のBOD・COD環境基準達成　22/23 (96％)

⑤
継続的な測定及び事故時の速やかな対応等によって水質環境の保全に
努める。

⑥

・事業を継続して行う。

③
①公共下水道整備面積：13ha
②高度処理型浄化槽設置基数：200基

④
①公共下水道整備面積：12.3ha
②高度処理型浄化槽設置基数：64基

⑤
浄化槽整備は、転換を促進するための周知を図るとともに、民間活力
活用制度（工事店制度）のさらなる促進を図る。

⑥

②

推進施策３－１

（２）基本目標３　清らかな流れと水辺を守ります

成果指標 基準値
【平成30(2018)年度】

実績値
【令和6(2024)年度】

中間目標値
【令和5(2023)年度】

目標値
【令和9(2027)年度】

私有林の整備面積 1,127ha 1,284ha 1,262ha 1,370ha

水循環機能の向上

＜令和６年度の状況＞
■河川や湖沼の水質監視を継続して行っている。
■神奈川県や森林所有者との連携による森林の保全や整備を継続して続けている。
■透水性舗装や雨水浸透ます、高度処理型浄化槽の設置による水源かん養機能の保全を
行っている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

⑥ 特記事項（課題等）

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤

① 事業概要

311-1

河川や湖沼の水質監視の充実・強化

96%

②

311-2

公共下水道や高度処理型浄化槽の設置による生活排水対策の促進

63%

①

高度処理型浄化槽の設置は、市民からの設置申請に基づき整備を実施
していることから、設置基数に変動がある。
公共下水道の整備は、狭隘道路や河川沿い等、施工難度の高い地域の
整備を進めていることや、機器材納品の遅れから進捗に遅れが生じて
いる。
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今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

⑥ 特記事項（課題等）

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤

① 事業概要

①
雨水浸透ますの設置を促進することで、水循環の保全や道路冠水等の
軽減を図る。

311-3

地下水かん養などを図るための透水性舗装、雨水浸透ますの設置の促進
（1/2）

10%

②
・事業を継続して行う。
・普及啓発活動の実施

③
下水道経営課：29件（116基）
津久井下水道事務所：浸透ます2件（8基）

④
下水道経営課：4件（13基）
津久井下水道事務所：0件

⑤
近年、設置件数が低い傾向にあることから、広報紙やＳＮＳへの掲
載、公共施設への配架等、広報活動の周知に努める。

⑥

雨水浸透ますの設置は、市民からの設置申請に基づき助成しているこ
とから、設置基数に変動がある。広報活動の周知を積極的に実施し、
申請が微増したが、より一層周知に努める必要がある。

整備面積：1,289ha【累計】

※森林ビジョン指標

④

整備面積：1,300.66ha【累計】

・間伐・枝打ち　16.99ha
・作業路　1591.55m

⑤
林業事業者等と連携を図り、森林所有者の理解と協力を得ながら、本
事業の推進に取組む。

⑥

かながわ水源環境保全・再生施策大綱及び同実行計画が、令和８年度
で終了予定である。
令和８年度以降は、県森林整備施策の状況を勘案しながら、森林環境
譲与税を活用した森林整備に取組む必要がある。

①

森林所有者や森林組合等の事業者と協力して、人工林及び里山林（天
然林）の適切な管理の推進に取組む。特に水源地域の森林整備につい
ては、県の「水源の森林づくり事業」と連携し進める。水源の森林エ
リアの私有林の整備に対しては、県の「協力協約事業」による事業費
の８割補助に加えて、市が２割の上乗せ補助を行い、適切な森林整備
を促進する。

312-1

森林所有者と連携した森林の保全・整備（私有林整備事業）

100%

②
・令和９年度（森林ビジョン指標）　【整備面積指標　1,370ha（累
計）】

③
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今後の取組

事業
コード

実施事業

進捗
状況

⑥ 特記事項（課題等）

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤

① 事業概要

312-2

神奈川県と連携した森林の保全・整備（市有林整備事業）

92%

②
・令和９年度（森林ビジョン指標）　【整備面積指標　241.6ha（累
計）】

③

整備面積：205.4ha【累計】

※森林ビジョン指標

④

整備面積：189.18【累計】

・間伐　13.72ha

⑤

令和４年度から第４期市町村５か年計画となり、同実行計画最終期を
迎えることから、市有林の状況を勘案しつつ、水源環境の保全に向け
た森林整備事業の更なる推進を図る。

⑥

かながわ水源環境保全・再生施策大綱及び同実行計画が、令和８年度
で終了予定である。
令和８年度以降は、県森林整備施策の状況を勘案しながら、森林環境
譲与税を活用した森林整備に取組む必要がある。

①

水源保全地域（水源の森林エリア、地域水源林エリア）における市有
林について、「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」及び同実行計
画に基づく関係施策との連携により、適切な管理に取組む。水源保全
地域における市有林の森林整備については、県からの補助事業により
整備に取組む。

312-3

地下水かん養などを図るための透水性舗装、雨水浸透ますの設置の促進
（2/2）

100%

② 継続して事業を行い可能な限り水源かん養機能の保全に寄与する。

③
透水舗装の整備（予算の範囲内）
2705.9㎡

④
透水舗装の整備
3382.8㎡

⑤
今後も継続して限られた予算内における効率的な整備の実施を図る。

⑥

① 都市計画道路等の道路改良事業における透水性舗装の整備
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① 事業概要

①

生物多様性に配慮した自然との共生に関する条例に基づき、良好な水
辺環境の指標昆虫であるホタルの生息環境保全等を行う市民団体等に
対し、団体認定及び区域指定を行うとともに活動を支援する。
また、保全団体と企業等が連携した水辺環境の保全の推進を行う。

特記事項（課題等）

推進施策３－２

水辺環境の保全と再生

＜令和６年度の状況＞
■ホタル舞う水辺環境保全団体については、各団体に対し、財政支援を行っている。
■河川改修により自然環境に配慮した河川整備を行っており、市民に親しまれる水辺空間
の創出を行っている。
■３河川の美化活動の実施による河川美化意識の向上を図っている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

321-1

ホタル舞う水辺環境保全団体認定及び区域指定、団体支援等

80%

②
・団体への支援を継続して行う。
・団体認定数の維持

③

・既認定団体へ財政支援を実施
・既活動団体及び、活動認定候補団体同士による情報交換会を実施
・新たな団体の認定に向けた検討

④

・青野原元気村、三ヶ木ホタル保存会、牧野元気創生会、上河原たす
きの会及び阿津川蛍の会へ財政支援を実施した。
・新たな団体の認定に向けた検討を行った。

⑤

・既認定団体（５団体）へ財政支援を実施する。
・引き続き新たな団体の認定及び区域指定に向けた検討を行う。

⑥
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① 事業概要

特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

322-1

河川改修

0%

②
自然環境に配慮した河川整備を計画的に進め、多自然川づくりを実施
し、市民に親しまれる水辺空間を創出する。

③
河川改修：20.1ｍ
（道保川20.1ｍ）

④

無
※河川改修20.1m
　（道保川20.1m）を
　令和７年度へ繰越

⑤

水源環境保全・再生に係る交付金を確保し、自然環境に配慮した河川
整備を進め、多様な生物の育成環境や健全な水循環機能の保全・再生
への取り組みを継続して行う。また多自然川づくりを行うことによ
り、親しみのある水辺空間の創出を図る。

⑥ 令和７年度へ繰越

①

河川改修により浸水被害を解消し、市民が安心して暮らせる生活環境
を実現させるとともに、自然に配慮した多自然川づくりを目指し、市
民に親しまれる水辺空間を創出するなど、潤いのある川づくりを進め
る。

322-2

市民や自治会、河川保護団体、企業等の河川美化活動の支援

100%

②

・３河川の美化活動を継続して実施し、市民等の河川美化に対する意
識の向上を図る。
・清掃ボランティアを募集や清掃道具の貸出しについて周知を行う。

③

・①相模川クリーン作戦、②境川クリーンアップ作戦、③道志川美化
活動の実施
・河川美化活動を実施する個人や団体に対して、相模川を愛する会と
して、清掃道具の貸し出しや、回収したゴミの処分等の支援を行う。

④

・相模川、境川、道志川の美化活動
①相模川クリーン作戦　2,045名
②境川クリーンアップ作戦　729名
③道志川美化活動　10名（６月実施）10月は河川増水のため未実施。

⑤
３河川の美化活動を継続して実施するとともに、清掃ボランティアの
募集等について、企業・団体を中心に周知を行う。

⑥

①

・相模川、境川、道志川の３河川の美化活動を実施し、市民等の河川
美化に対する意識の向上を図る。
　①相模川クリーン作戦
　②境川クリーンアップ作戦
　③道志川美化活動
・河川美化活動を実施する個人や団体に対して、清掃道具の貸し出し
や、回収したゴミの処分等の支援を行う。
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① 事業概要

①
指定管理者と連携して、相模川ふれあい科学館において自然環境の体
験・学習の充実、相模川流域の広域的な情報発信を行う。

特記事項（課題等）

推進施策３－３

親水空間の充実

＜令和６年度の状況＞
■相模川ふれあい科学館での事業については、指定管理者との連携による相模川の情報発
信の他、河川敷でのフィールド体験や自然環境の体験・学習などを行っている。
■相模川沿岸施設の充実やつり教室等により水辺環境の保全・創出を行い、親水空間の充
実を図っている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

331-1

相模川ふれあい科学館管理運営

100%

②

指定管理者と連携し、相模川ふれあい科学館の自然環境の体験・学習
施設及び相模川流域の広域的な情報発信施設としての機能向上を図
る。

③
・前年度に引き続き指定管理者と連携し、相模川ふれあい科学館の管
理運営を行う。

④

・流れのアクアリウム、湧水と小川のアクアリウム等従来からの展示
を継続することにより、相模川に生息する生き物を観賞、ふれあいの
場を市民に提供した。
・特別企画展（とぶ！生き物展、いきもの超☆能力！展、貝展～みん
な知ってるカイ？～、渓流展～川の生まれるところ～、世界一周！淡
水魚展）を行うことにより、相模川の情報発信及び自然環境の体験・
学習施設としての機能向上を図り、集客向上にも繋がった。
・「流れのアクアリウム」のろ過材の交換修繕を行ったことで、展示
水槽の機能維持に繋がった。
・１１月から新規展示として「森のカエル」水槽を開始した。

⑤
今後も引き続き相模川ふれあい科学館の施設管理を行っていくととも
に、指定管理者と連携して事業充実を図る。

⑥
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① 事業概要

特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

100%

②
・現状行われている観察会、体験会等の活動を継続する。
・近隣関連施設との事業間連携を深める。

③

・相模川河川敷でのフィールド体験（生物・環境観察会）を４回実施
する。
・近隣施設と共同で展示を実施する。

④

・田名小学校の中庭「サイコの池」のビオトープ改修計画の監査・協
力を行った。
・田名北小学校の児童を対象に館内見学、相模川での生き物採集、対
面授業を行った後、館内に田名北水族館として水槽展示を行った。
・４つの団体（北里大学、相模原市立博物館、東海大学、新江ノ島水
族館）と共同で企画展示を実施した。
・館外イベントとして、「いきもの観察会」、「親子で川釣り体験ツ
アー」、「親子で川の生き物さがし！」、「たなさんぽ」を実施し
た。
・科学館及び他の関係施設（市立博物館、環境情報センター等）にお
いて相互にリーフレットを配架

⑤
今後も引き続き相模川ふれあい科学館の施設管理を行っていくととも
に、指定管理者と連携して事業充実を図る。

⑥

①

・相模川ふれあい科学館にて相模川に関する体験会、観察会等を実施
することにより、市民に相模川を訪れる人の生涯学習の場を提供す
る。
・近隣関連施設との事業間連携を行う。

331-2

相模川フィールドミュージアム構想の推進、関連施設との連携
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① 事業概要

特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

332-1

相模川沿岸の水源環境保全・再生

⑥

①

①人々が親しむことのできる水辺環境を守り・つくるための緑地保全
の手法を検討
②地域水源林の保全・再生事業の実施
③健全な水循環機能向上へ取り組むため、河川の重要な機能である治
水・利水・親水を保全することを目的に施設管理者や河川管理者と連
携の強化

100%

②

①水辺環境を守り・つくるための緑地保全の手法を検討
②地域水源林の保全・再生事業の実施
③健全な水循環機能向上へ取り組むため、河川の重要な機能である治
水・利水・親水を保全することを目的に施設管理者や河川管理者と連
携の強化

③
○地域水源林保全・再生事業の実施
○稚アユの放流会の実施

④

○県との連携による地域水源林保全・再生事業において、上溝地区で
森林整備を実施した。
〇合同クリーンキャンペーンの実施
○相模川ふれあい科学館の指定管理者による稚アユの放流（約300匹）
〇中道志川トラスト協会による稚アユの放流（約15,000匹)

⑤

施設管理者や河川管理者との役割分担を明確化し、周辺自治体を含め
た連携強化を図り、健全な水循環機能向上、水辺との回遊性の向上及
び地域水源林保全・再生事業へ取り組んでいく。
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① 事業概要

特記事項（課題等）

事業
コード

実施事業

進捗
状況

② 令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

⑤ 今後の取組

⑥

100%

②

河川改修事業の所管課や地域団体と調整を行い、親水空間の充実を図
る。
継続して神奈川県に継続的に働きかけを行う。
事業を継続しながら、水辺環境の創出や活用を促進していく。

③

○相模川沿岸施設の充実
○親水空間整備についての検討
○神奈川県による取組の促進
○つり教室の実施
○環境団体同士の交流（共催）事業の実施
○多目的広場の管理運営

④

○神奈川県による取組の促進
○相模川沿岸施設の充実（広場整備＝三段の滝下多目的広場不陸修
繕、神沢スポーツ広場不陸等修繕、神沢スポーツ広場施設修繕、磯部
頭首工公園多目的広場修繕
散策路整備＝磯部頭首工公園側溝修繕
トイレ修繕＝高田橋川のトイレ給水設備修繕、三段の滝下流公衆便所
女子便所大便器修繕、高田橋川のトイレ　みんなのトイレ修繕、新戸
水辺のトイレ　女子トイレドア修繕
○親水空間整備についての検討
○多目的広場の管理運営については、地域団体と市との合意書の締結
により地域団体が適正な管理運営を行っている。
〇相模川を愛する会によるつり教室の実施（１回）は、台風により中
止

⑤

○神奈川県に継続的に働きかけを行う。
○河川改修事業の所管課と調整を行い検討を進める。
○事業を継続しながら、水辺環境の創出や活用を促進していく。

⑥

①

相模川や道保川沿いの緑地を利用して、自然環境を生かした親水空間
の検討・整備を行う。
相模川流域、道保川流域及び境川流域における水辺の拠点において、
親水空間等の施設の検討・充実を図る。
平成7年3月に閉鎖された旧フィッシングパーク跡地の元淡水魚増殖試
験場跡地について、良好な自然環境を生かした親水空間の創出に係る
取組を神奈川県に対し働きかけを行う。
水辺やみどりを活用したイベントを開催し、水辺環境の保全・創出
や、緑地の保全・活用を図る。

332-3

津久井湖周辺の親水空間の有効活用

⑥

332-2

水辺環境の保全・創出による親水空間の充実

① ・津久井湖面の親水空間の利活用

0%

②
・河川環境を活かした親水空間活用の検討
・河川等の歩行者ネットワークの利用促進

③
・課題整理
・利活用の検討

④ 普通財産の利活用について検討。

⑤ 観光関連の取り組みを検討する
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100%

①

多様な主体との連携強化

＜令和６年度の状況＞
■桂川・相模川流域協議会や多摩・三浦丘陵広域連携プラットフォーム会議に参加するこ
とにより、多様な主体との連携の強化を図っている。
■水源地域と都市地域の住民との協働による交流・体験事業などを実施し、環境学習等の
機会の創出を行っている。

事業
コード

進捗
状況

②

③

④ 事業実績

【推進施策の取組状況の概要】

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

年度計画

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

事業概要

②
事業を引き続き継続し、自然環境の保全・活用の促進を図る。

③

推進施策４－１

（４）基本目標４　多様な主体と連携し、次世代につなぐ担い手づくりを進めます

成果指標 基準値
【平成30(2018)年度】

実績値
【令和6(2024)年度】

中間目標値
【令和5(2023)年度】

目標値
【令和9(2027)年度】

都市緑化に関する
講習会等への参加者数

329人 373人 360人 390人

流域シンポジウムの開催

④

・第30回桂川・相模川流域シンポジウム『命と暮らしを守れるか　新
たな水害対策Part2～支流から考える流域治水～』を令和6年11月30日
にオンライン及びサテライト会場によるハイブリッド開催。なお、サ
テライト会場は、相模原市（サン・エールさがみはら）及び平塚市
（ひらつか市民活動センター）、山梨県（南都留合同庁舎）の３箇
所。参加者数は約60名。
　萱場祐一氏（名古屋工業大学教授）による「支流から考える流域治
水～多自然川づくりの新たな役割」と題した基調講演があり、その
後、山梨県治水課による事例発表が行われた。

⑤

411-1

桂川・相模川流域協議会との連携による自然環境の保全・活用の促進

今後も継続して、流域シンポジウム実行委員会に参画し、運営に当た
る。

⑥

①

市民部会・事業者部会・行政部会で構成する桂川･相模川流域協議会と
連携し、環境保全型社会を形成するよう事業として流域シンポジウム
を定期的に実施する。
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①

事業
コード

進捗
状況

②

③

④ 事業実績

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

年度計画

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

事業概要

100%

②

継続して「多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議」に参加
し、生物多様性に配慮した緑と水景をつなぐ取組みを行う。

③

多摩・三浦丘陵広域連携プラットフォームの設立を行い、13市町が連
携した広域的なグリーンインフラモデルを目指す取り組みの検討を行
う。

④

・令和６年11月６日に、13市町が連携し、「緑と水景に関する多摩・
三浦丘陵広域連携プラットフォーム」の設立を行った。
・プラットフォーム会議において、取り組みについての情報交換を
行った。

⑤
新たなプラットフォームによる取組と将来像について検討する。

⑥

411-3

生物モニタリング調査への参画

①

多摩・三浦丘陵に位置する13市町で組織する「多摩・三浦丘陵の緑と
水景に関する広域連携会議」に参加し、「みどりはつなぎ手」という
共通認識のもと、生物多様性に配慮した緑と水景をつなぐ取組みを行
う。

411-2

多摩・三浦丘陵などとの広域トレイルネットワークの形成

100%

②
引き続き、各調査等を継続していくとともに、市民の環境保全意識の
向上に努める。

③
①河川生物相調査実施（２回）
②野鳥観察会開催（１回）

④
①河川生物相調査実施（２回）
②野鳥観察会開催（１回）

⑤
引き続き、各調査等を継続していくとともに、市民の環境保全意識の
向上に努める。

⑥

令和７年度の河川生物相調査については、これまで課題となっていた
正確性や安全性の確保に鑑み、調査場所や回数を見直し、内容の充実
を図る。

①

①相模原の環境をよくする会　主催　河川生物相調査
　年２回市内各８地点で河川生物を採取し、その生息状況に基づき、
河川の水質状況を判断するもの
②相模原の環境をよくする会　主催　野鳥観察会
　県立相模原公園等で市民を対象とした野鳥観察会を実施するもの
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①

事業
コード

進捗
状況

②

③

④ 事業実績

実施事業

令和９年度までの予定（最終目標）

年度計画

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

事業概要

412-1

自然体験交流事業・上下流域自治体間交流事業

100%

② 水源地域に足を運んでもらい、地域をより知ってもらう。

③
①自然体験交流事業の実施
②上下流域自治体間交流事業の実施

④

①1,014名参加
14事業実施
②53名参加
３事業実施

⑤
引き続き、自然体験交流事業並びに上下流域自治体間交流事業を実施
する。

⑥

予算について、本事業は神奈川県が主体の「水源地域活性化推進協議
会」事業であり、県より事業へ補助金が交付されているもの。

①

都市地域（下流域）住民に、水源地域の重要性や水源環境保全に対す
る理解を深めてもらうため、水源地域住民と都市地域（下流域）住民
との交流・自然体験事業等を実施する。

412-2

水源地域の住民と都市地域の住民との協働による交流・体験事業などの推進

100%
② 水源地域における環境学習の機会を創出する。

③ 夏休み環境教室を開催

④

①日程：令和６年７月27日（土）
②場所：青野原オートキャンプ場
③参加者数：33名（小学生18名、保護者15名）

⑤ 継続して市民の環境学習の機会を提供する。

⑥
団体の高齢化等により共催による実施が難しいことから、次年度以降
の事業内容については見直しが必要。

①

相模原の環境をよくする会・中道志川トラスト協会の共催による「夏
休み環境教室」を開催し、普段自然に触れる機会の少ない市民親子
が、旧津久井町の河原で大自然を体験する。
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推進施策４－２

情報発信と共有

＜令和６年度の状況＞
■環境まつりの開催や環境情報センターのホームページでの周知等、次世代につなぐ担い
手づくりのための情報発信等を行っている。
■（公財）相模原市まち・みどり公社や公民館等による環境学習事業は、社会情勢や市民
ニーズを捉えながら、環境学習の機会の創出を行っている。

【推進施策の取組状況の概要】

事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

421-1

多様な媒体と自然環境関連施設間の連携による普及・啓発事業の推進

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

100%

② 継続して情報発信に努め、環境学習の機会を創出する。

③

①環境情報センター
　・ＨＰの随時更新
　・月1度のメールマガジン発信
　・環境情報センターNEWSの発行（４回）
②さがみはら環境まつりの開催(①回)
③相模原の環境をよくする会会報・HP等による発信(会報１回)

④

①環境情報センター
・HPを随時更新した。
・メールマガジン発信について計画通り実施した。
・環境情報センターNEWSを4回発行した。
②さがみはら環境まつりを開催した。来場者数4,000人、出展者数39団
体
③相模原の環境をよくする会会報（１回）
・HP・SNS※による発信
※SNSについては、令和６年６月に会のXアカウントを市公式X「エコさ
がみん｜相模原市公式」に統合した。

⑤
引き続き、多様な情報発信を継続し、市民の環境保全意識の向上に努
める。

⑥

①

①環境情報センターによる各種情報発信の実施（ホームページによる
環境情報の発信、環境情報を掲載したメールマガジンの発信、環境情
報センター図書資料の充実）等
②さがみはら環境まつりの開催による市の自然環境情報の発信
③相模原の環境をよくする会による会報・機関紙の発行、ホームペー
ジの運営

56



事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

421-2

自然環境観察員の養成

100%

②
自然環境観察員に対する学習機会を継続的に提供し、環境教育活動の
充実を推進するとともに、人材育成を図る。

③ かんきょう学習セミナーの開催　５回

④

かんきょう学習セミナーの開催　５回
第1回 「制度の概要、全体テーマ調査について等」
第2回 「相模川ふれあい科学館見学」
第3回 「環境DNAを活用した生物調査について（第一部）、河川生物相
調査、湧水環境調査の概要と調査方法（第二部）」
第4回「都市の森林～その重要性と市民参加による評価」
第5回「相模原の自然と地形」
登録者数109人（Ｒ７年３月末時点）

⑤ 今後も引き続き、かんきょう学習セミナー等を行っていく。

⑥

①

有志の市民によって自然環境を調査し、大切な自然を監視・保全する
ための基礎資料を集積していくことを目的としたボランティア制度で
ある自然環境観察員制度を活用する。
自然環境観察員に対し、かんきょう学習セミナー等の学習機会を提供
し、調査内容とその意義について理解を深めたほか、幅広い周辺知識
の習得を図る。

422-1

みどりに関する講習会や森林体験教室などの都市緑化に関する緑化講習会等
の開催

100%

②
継続してみどりに関する講習会や森林体験教室などの都市緑化に関す
る緑化講習会等の開催を行う。

③ みどりに関する講習会や子どもを対象とした森林体験教室等を行う。

④

○みどりの講習会（16講座）、アジサイ講習会、みどりのカーテン講
習会、オープンガーデン事業やボランティア研修会などを開催するほ
か、木の花プログラム事業として公共施設の緑化に関する講習会等の
企画に講師の紹介や講習会プログラムの提供をし、草花に対する知識
及び技術の向上を図った。
○子どもを対象とした森林体験教室の開催。（参加者数35名）
〇（公財）かながわトラストみどり財団との共催により、森林整備体
験事業を実施した。（参加者数38名）

⑤
（公財）相模原市まち・みどり公社による同事業の推進を支援すると
ともに、受講生の次なる活躍の場の提供などの充実を検討する。

⑥

①

（公財）相模原市まち・みどり公社と連携し、市民参加による森づく
りへの関心が広がる中、森林についての知識や技術を身につけるとと
もに、ボランティア活動への理解を深め、森づくりを継続的に担う人
材を養成するため講座を開設する。
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事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

423-1

自然観察などの環境学習の機会の充実

100%

② 参加者数の増加や多様な講座の充実を目指す。

③
①延べ3回実施（参加人数60人）
②延べ50回実施（参加人数計2,990人）

④

①延べ3回実施（参加人数63人）
②延べ52回実施（参加人数計3,732人）
①＋②＝延べ回数55回、参加人数3,795人

⑤ 継続して市民の環境学習の機会を提供する。

⑥
①の事業である写真教室については、会の40周年記念事業の開催時期
と被るため、令和７年度は休止。

①

①相模原の環境をよくする会の取組として、自然観察会や環境教室な
どの環境学習を行う。
②環境情報センターの事業として環境学習講座を行う。

423-2

公民館における自然・環境関連事業

96%

② ・事業を継続して行う。

③ 各館における主な自然・環境関連事業数　50以上

④
各館における主な自然・環境関連計画事業数97のうち、93事業実施

⑤
今後も計画的に実施するとともに、社会情勢や市民の学習ニーズを捉
え、事業の企画･実施を行う。

⑥
計画事業数と実施事業数はともに年度計画時の50に達することができ
た。

①
公民館において自然・環境関連事業を実施し、市民の環境に関する学
習機会の充実に努める。

423-3

市民大学における環境学習の充実

100%

② 毎年各学校の協力のもと環境学習講座の開催に努める。

③ 環境に関する講座を1回以上開催する。

④

市民大学
青山学院大学コース「極限環境のサイエンス」全４回講座を対面にて
実施し、受講者が76名参加した。

⑤ 毎年各学校の協力のもと環境学習講座の開催に努める。

⑥

① 環境学習に関する講座を開催し、環境学習の機会を提供する。
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事業
コード

実施事業

進捗
状況

②

⑤ 今後の取組

⑥ 特記事項（課題等）

① 事業概要

令和９年度までの予定（最終目標）

③ 年度計画

④ 事業実績

423-4

グリーンカレッジつくい

100%

② ・事業を継続して行う。

③

アウトドア講座
・カヌー体験教室　1回
・串川でガサガサ体験　1回
・ノルディックウオーキング
・ノルディックスローウオーキング

④

アウトドア講座
・カヌー体験教室　１回
・串川でガサガサ体験（荒天のため中止）
・ノルディックウオーキング　10回
・ノルディックスローウオーキング　３回

⑤
グリーンカレッジつくいの事業は令和６年度をもって終了とする。

⑥

屋外での事業については、以前から事故防止に向けた安全管理に配慮
した運営体制の構築等が課題となっていた。また、実施主体である運
営委員会委員の高齢化や次世代への継承がうまくいっていない現体制
では、事故の発生が危惧されることから、令和６年度の事業をもって
運営委員会の活動を終了することとした。

①

市民の高い学習意欲に応え、市民の知識教養を高める学習の場を提供
するため、グリーンカレッジつくいを設置する。
グリーンカレッジつくいは、津久井の自然や、特色を活用した講座な
どを行う。
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60 

補足資料（令和 6 年度市民アンケート調査について） 

第 2 次相模原市水とみどりの基本計画・生物多様性戦略の基本目標 1 の成果指標「生物多様性の認知度」の

集計方法 

→相模原市総合計画の進行管理のための市民アンケート調査により生物多様性の認知度の回答を集計 

 

 

「（1）言葉聞いたことがあり、意味も知っている」及び「（2）意味は知らないが、言葉は聞いたことがある」の合計

を生物多様性国家戦略で 75%以上にすることを目的としていることから、本市の計画の目標も(1)、(2)の合

計値を 75%以上としている。 

 

相模原市総合計画の進行管理のための市民アンケート調査について 

・概要 

相模原市総合計画の各施策における現在の目標達成度を把握するために行うもの。 

なお、各年度末に実施し、翌年度の各施策の進行管理の際に有効活用する。 

 

・アンケート実施方法 

（１）対象者：１８歳以上の市⺠から無作為抽出 

（２）対象人数：１２，０００人(緑区：２，７７６人、中央区４，５５３人、南区４，６７１人) 

※ 全市人口に対する各区の人口比で抽出 

（３）実施方法：WEB アンケート形式 

※ WEB での回答が困難な方は、紙のアンケート用紙により回答を依頼した。 

（４）実施期間：令和７年３月３日(金)から３月２４日(月)まで（２２日間） 
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